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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中水流発電システムを設置及び保守する方法であって、
　複数のプロペラを備えた１又は複数の水中誘導型発電ユニットを、前記プロペラが水流
に応答して駆動シャフトの周りで回転するように、１又は複数の水中浮遊チャンバと機械
的に連絡して配設するステップと、
　前記複数のプロペラが水面にほぼ平行に配設されるように前記発電ユニットを前記水中
浮遊チャンバに対して回転させるステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記発電ユニットを回転させる前記ステップが、空気圧回転制御手段と連絡して配設さ
れた論理制御システムを使用して前記回転を制御するステップをさらに含む請求項１に記
載の水中水流発電システムを設置及び保守する方法。
【請求項３】
　前記発電ユニットを回転させる前記ステップが、液圧回転制御手段と連絡して配設され
た論理制御システムを使用して前記回転を制御するステップをさらに含む請求項１に記載
の水中水流発電システムを設置及び保守する方法。
【請求項４】
　１又は複数の牽引ラインを使用して前記システムを定位置に牽引することによって前記
水中水流発電システムを設置するステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　保守のために水から前記プロペラを持ち上げるステップをさらに含む請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　保守のために水から前記プロペラ及び前記誘導型発電機を持ち上げるステップをさらに
含む請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に再生可能エネルギー発電システムに関し、特定の、しかし非限定の実
施例では、１つ又は複数のフィン－リング・プロペラを備えた誘導型発電機システムを使
用して高速で流れる水流から電力を生成するための水中又は水上システム用のサブシステ
ムに関する。
【０００２】
　本開示で提供される例示的な実施例に加えて、本明細書で説明して特許請求するシステ
ム及びサブシステムの多くは、従来の発電機駆動システム又は他の電力生成手段を使用す
るシステムに個々に適している。
【０００３】
　そのようなシステムによって発生された電力を隣接する電力網に伝達するための手段、
係留システム、並びにそのようなシステムの構成要素を設置及び保守するための方法及び
手段もまた開示される。
【背景技術】
【０００４】
　世界の経済及び産業における化石燃料のコストの上昇及びエネルギー需要の増加に伴っ
て、エネルギー源を開発する様々なより効率的な方法が常に探究されている。再生可能な
代替エネルギー源、例えば電池を用いた太陽発電デバイス、風力発電地帯、潮力発電、波
力発電機、及び隔離された水素から電力を得るシステムが特に興味深いものである。
【０００５】
　しかし、そのようなエネルギー源は、商業的規模で広範な領域に連続的な電力を送達す
ることはまだできていない。さらに、海水の純化を含めた水素駆動システムなどいくつか
の提案されている技術は、従来のプロセスでは、実際上、システムの最後に出力される電
力よりも多くの電力を消費する。
【０００６】
　メタンから水素を得るなどの他の技術は、それらが取って代わるべき従来の油ベースの
技術以上の量の化石燃料放出を生み出し、また、電池、太陽、風車ベースのシステムなど
さらに他の技術は、かなりの太陽光又は風への常時の露出を必要とし、そのため、それら
の商業的効果は本来的に制限される。
【０００７】
　１つの提案されている代替エネルギー・システムは、高速で流れる水流、例えば２ｍ／
ｓ以上のピーク流速を有する流れから得られる水力の利用を含む。
【０００８】
　しかし、実際には、既存の水中発電デバイスは、流速が常に非常に速い場所に設置する
場合でさえ不十分であることが分かっている。これは、少なくとも部分的には、電力を発
生するための効率的な手段がないこと、及び水中発電システムと付随の陸上又は水上電力
中継ステーションとの不適合性を補償するのに必要な適切な電力変圧システムがないこと
による。
【０００９】
　また、既存のプロペラ設計及び水上発電メカニズムは、最高又は速度の流れに対して適
切なエネルギーの生成又は十分な安定性を提供することができず、不十分であることが分
かっている。
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【００１０】
　流れている海流から有意な量の運動エネルギーを得るためには、関与領域を広くしなけ
ればならない。その結果、既存の海洋プロペラ設計は、現在知られている重金属及び複合
金属技術によって形成される非常に大型で重く高価な構造を採用する。さらに、これらの
海洋プロペラは、周囲の水を通って移動するプロペラ・ブレードの先端から生じるキャビ
テーションの問題を生じる。
【００１１】
　別の重要な問題は、礁、海藻、魚群などの周囲の水生生物に害を及ぼすことなく海流か
らエネルギーを得ることに関連する環境の問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、当技術分野で現在存在する問題を克服し、安全で、確実で、環境に優しく
、かなりの量の電力を生成して、中継ステーションに適合性をもって伝送する水流発電シ
ステム及び関連するサブシステムに関して、重要な、まだ満たされていない要件がある。
安全で効率的な現場レベルの構成、確実で再現可能な係留システム、並びにそのようなシ
ステムを設置及び保守するための方法及び手段も必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　複数の水流発電システムによって生成される電力を統合するための統合設備であって、
発電システムがそれぞれ、１つ又は複数の水中浮遊チャンバを含む統合設備が提供される
。水中浮遊チャンバの１つ又は複数は、１つ又は複数の浮力流体隔離チャンバをさらに有
し、隔離チャンバの１つ又は複数は、内部に配設された浮力流体と、浮力流体取込弁と、
浮力流体出口弁と、浮力流体源制御手段とをさらに含む。
【００１４】
　また発電ユニットは、浮遊チャンバと連絡して配設された１つ又は複数の水中誘導型発
電ユニットと、発電機ユニットと連絡して配設された１つ又は複数のプロペラと、係留シ
ステムと、発生電力出力手段とを含む。
【００１５】
　統合設備は、前記発電システムによって生成される電力を受け取るための手段と、出力
手段を介して電力を伝送又は送出するための手段と、隣接する電力網に統合電力を、直接
、又は介在する電力変圧デバイスに伝送した後に送達する手段とをさらに含む。
【００１６】
　統合設備は、海底に、海中に、又は海面に浮遊するように位置させることができる。１
つの具体的な例では、浮遊又は水中ＳＰＡＲ（適切な深い喫水又は他の船殻を有する安定
したプラットフォーム）が統合設備として使用され、或いは水中構造によって、領域内の
船舶航行のためのより大きな融通性が提供されるであろう。
【００１７】
　統合設備は、最適には、例えばポリ・ロープを使用して固定して係留され、ポリ・ロー
プは、単一方向に巻かれた部分と、逆方向に巻かれた２つ以上の層状部分とから形成する
ことができ、金属ケーブル線と組み合わせること又は交換することができ、且つ／又は統
合電力出力ラインの周りに巻くことができる。
【００１８】
　発電ポッド及びプロペラは、水平位置にそれらを回転させることによって設置して保守
することができる。依然として水中にある状態では、浮力のある中央ノーズ・コーンが、
海面に達するのに適切な浮力をプロペラに与え、また海面水位にあるときには、風、流れ
、又は他の天候条件に対する最大の安定性を与える。このようにして、ユニットの設置及
び保守は安全に且つ効率的に実現される。
【００１９】
　添付図面を参照することによって、当業者には、本明細書で開示する実施例がより良く
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理解され、多くの目的、特徴、及び利点が明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の１つの例示的実施例による水流電力エネルギー発生システムの側面図で
ある。
【図２】本発明の第２の例示的実施例による水流電力エネルギー発生システムの前面図で
ある。
【図３】本発明の第３の実施例による複数のラビリンス型の隔離チャンバを有するバラス
ト管の平面図である。
【図４Ａ】本発明の第４の例示的実施例による水流電力エネルギー発生システムの上面図
である。
【図４Ｂ】関連する係留アンカシステムをさらに含む、図４Ａに示される例示的実施例の
上面図である。
【図５】水中又は水上発電システムと接続して使用するのに適した例示的なプロペラ・シ
ステム実施例の前面図である。
【図６】さらなる斜視図のためにシステムの詳細部分が隔離された、図５に示される例示
的なプロペラ・システム実施例の斜視図である。
【図７】図５及び図６に示される例示的なプロペラ・システム実施例の一部の隔離部分図
である。
【図８】牽引取付されたプロペラ・アレイをさらに有する例示的な水流発電システムの側
面図である。
【図９】牽引取付されたアレイ内で、同数のプロペラが回転力の相殺を容易にする、図８
に示される例示的な海流発電システムの背面図である。
【図１０】複数の連係された発電システムを有する例示的な水流発電地帯の概略図である
。
【図１１】浮遊スキッド又はＳＰＡＲが使用されない、永久的に係留された直接発電シス
テムの概略図である。
【図１２】４ユニット・フリップ設計の発電システムの側面図である。
【図１３】４ユニット・フリップ設計の発電及びプロペラ・システムをやはり有する図１
２の上面図である。
【図１４】４ユニット・フリップ設計の発電及びプロペラ・システムの前面図である。
【図１５】設置及び保守に適した反転された位置での発電機ポッド及び関連するプロペラ
を示す４ユニット・フリップ設計の発電及びプロペラ・システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下の説明において、本発明の主題の利点を具現化するいくつかの例示的なシステム設
計及び使用法を述べる。しかし、開示する実施例は、本明細書に挙げる具体的な詳細のい
くつかを用いずに実施することも可能であることを当業者は理解されたい。他の例では、
本発明を曖昧にしないように、よく知られている海中発電機器、プロトコル、構造、及び
技法は、詳細には説明又は図示していない。
【００２２】
　図１は、水流発電システム１０１の第１の例示的実施例を示す。その最も単純な形態で
は、このシステムは、浮上管１０２と、バラスト管１０３と、シャフト駆動プロペラ１０
５を備え付けられた誘導型発電ユニット１０４との１つ又は複数を備える。
【００２３】
　図１は、ただ１つの浮上管１０２、バラスト・ユニット１０３、及び発電機構成要素１
０４を示すが、そのような構造の任意のもの又はすべてを複数備えるより大きなシステム
も想定される。いずれにせよ、単一の要素を備える限定的なシステムに関する本説明は単
に例示にすぎず、本明細書で開示する任意の要素が複数ある場合に対して主題の範囲を限
定することは意図されていないことを当業者は容易に理解されよう。
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【００２４】
　１つの例示的実施例では、発電ユニット１０４（例えば誘導型発電ユニット）が電力を
発生し、この電力は、変換を行って又は行わずに交流（ＡＣ）又は直流（ＤＣ）として、
関連する中継ステーション、又は沖合から隣接する電力網などへの電力の伝送を容易にす
るための他の手段に出力することができる。
【００２５】
　一般に、非同期の誘導型発電機は、他のタイプの同期発電機又は直流（ＤＣ）発電機よ
りも機械的及び電気的に単純である。誘導電動機は、磁場に関するエネルギーが固定子か
ら生じるとき、又は回転子が永久磁石を有しており、永久磁石が磁場を発生し、それによ
り負のスリップを与えるときには、出力発電機になる。また、それらは、より頑丈であり
、より耐久性を有する傾向があり、通常はブラシも整流子も必要としない。大抵の場合、
標準的なＡＣ非同期電動機が、内部的な変更を行わずに発電機として使用される。
【００２６】
　通常の電動機動作時、電動機の固定子磁束回転は、電力周波数（典型的には約５０又は
６０ヘルツ）によって設定され、回転子回転よりも速い。これにより、固定子磁束が回転
子電流を誘導し、これがさらに、固定子とは逆の磁極性を有する回転子磁束を生み出す。
このようにすると、回転子は、スリップに等しい値だけ固定子磁束から遅れて追従する。
【００２７】
　三相非同期（例えばかご形）誘導機は、その同期速度よりもゆっくりと動作されるとき
には電動機として働く。しかし、このデバイスは、その同期速度よりも速く動作されると
きには誘導発電機として働く。
【００２８】
　発電機動作においては、何らかの種類の原動力（例えばタービン、エンジン、プロペラ
駆動シャフトなど）が、同期速度よりも速く回転子を駆動させる。固定子磁束は依然とし
て回転子での電流を誘導するが、ここでは逆向きの回転子磁束が固定子コイルを切ってい
るので、固定子コイル内で活性電流が生成され、したがってこのとき、電動機は、隣接す
る電気グリッドに向かって電力を送り返すことができる発電機として動作している。
【００２９】
　したがって、内部シャフトが同期周波数よりも速く回転されているときにはいつでも、
誘導発電機を使用して交流電力を発生することができる。本発明の様々な実施例において
、シャフト回転は、比較的高速で流れる水流の中に配設された関連するプロペラ１０５に
よって達成されるが、他のシャフト回転方法及び手段も想定され、同様の効果で適用する
ことができる。
【００３０】
　誘導発電機の１つの制限は、それらが回転子内に永久磁石を有さないので自励式でない
ことである。したがって、内部回転磁束を発生させるために、外部電源（水中に延びてい
る、又は関連する海底の下に延びているアンビリカルを使用してグリッドから容易に得る
ことができる）を必要とするか、又は減電圧始動器によって「ソフトスタート」される。
【００３１】
　減電圧始動器は、システムにいくつかの重要な利点を与えることができる。そのような
利点は、例えば、適切な動作周波数を迅速に決定すること、及び、何らかの理由、例えば
ハリケーンや他の自然災害によって引き起こされる損壊により付随の電力網が動作不能に
なった場合に無電力での再始動を可能にすることである。
【００３２】
　システムから導出される電力は、少なくともいくつかの場合には、隣接する電力網シス
テムを補完するために使用することができ、したがって、グリッドの動作周波数がほぼ発
電システム用の動作周波数を示す。例えば、大部分の大型電力網システムは、現在、５０
～６０ヘルツの間の公称動作周波数を採用する。
【００３３】
　大型の水上発電システムに関する別の重要な考慮事項は、周囲の流速とは無関係に連続
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的な動的位置を可能にするよくバランスの取れた浮力平衡の確立である。
【００３４】
　周囲の流速が所定の許容動作速度範囲内に保たれると仮定する場合でさえ、依然として
特に強力なハリケーンなどによってシステム平衡が崩される危険が生じることがあるが、
典型的な波力のライン、すなわち約３０～４６メートル（約１００～１５０フィート）程
度の深さよりも十分下にシステムを配設することにより、そのような障害が大幅に減少さ
れる。重力キップ、浮遊キップ、牽引キップ、及び保持キップの様々な相殺力も、連続水
流エネルギー発生システムの全体の安定性に寄与する。
【００３５】
　図１に示される浮上管１０２は、前述した誘導発電機を収容する少なくとも１つの端部
キャップ・ユニット１０４と機械的に連絡して配設された円筒形本体部分を備える。発電
機及び関連する端部キャップ・ハウジングは、駆動シャフトを含み、さらにいくつかの実
施例ではプロペラ１０５用の関連する遊星歯車を含む。
【００３６】
　いくつかの実施例では、浮上管１０２は、立方形又は六角形の形状であるが、本発明の
効果的な実施は他の幾何形状でも可能である。現在好ましい実施例では、浮上管１０２は
、ほぼ円筒形であり、気体（例えば空気又は別の安全な、浮力のある気体）で加圧され、
それにより、システムがアンカ係留綱１０６によって制止されているとき、合成の力は、
海流エネルギー発生システムに対する主要な上昇力となる。
【００３７】
　したがって、発電機をオフに切り替え、それによってシステムに対する抗力を減少させ
、これによりシステムが海面に向けていくぶん上昇することにより、保守又は検査のため
にシステムを海面に引き上げることができる。（１つ又は複数の）浮上管を開く、及び／
又は（１つ又は複数の）バラスト管から流体を排出することによって、ユニットは、保守
又は検査を行うことができるように安全に且つ確実に海面に浮上させることができる。
【００３８】
　システムを移動させる方法によれば、係留綱１０６を解放することもでき、それにより
、浮上している構造を陸上又は別の操作場所に向けて牽引するか、又は構造に何らかの形
で力を加えることができる。
【００３９】
　図２に示される例示的実施例は、発電システム２０１の前面図であり、このシステム２
０１は、比較的大型のゆっくりと動くプロペラ２０６を複数備え付けられ、プロペラ２０
６は、誘導発電機ユニット２０４及び２０５のシャフト部材と機械的に連絡して配設され
る。図４Ａでより詳細に見られるように、発電機ユニットは、浮上管１０２内部に収容さ
れた端部キャップ・ユニット内部に配設され、且つ浮上管の間に配設されたシステムの格
子型本体部分の全長にわたって配設される。
【００４０】
　ここで図３を見ると、図１で要素１０３として前述したバラスト管の内部の詳細図が提
供され、ここでは、浮上管１０２のみによって得ることができるよりもはるかに厳密にシ
ステム内のバランス及び浮力を制御できるようにするために、様々な気体及び液体の分離
及び混合を使用することができるように、複数のラビリンス型の隔離チャンバが接合され
ている。
【００４１】
　例示した実施例で見られるように、バラスト管の内部に形成された内部バラスト・シス
テム３０１は、過圧チェック弁に流体連絡して配設された空気制御源３０２と、第１の隔
離チャンバ３０３とを備える。
【００４２】
　第１の隔離チャンバ３０３は、チャンバの上部に存在する乾燥気体（例えば、周囲の外
部水圧に等しい圧力を有する空気）と、チャンバの下部に存在する流体（例えば隔離チャ
ンバ外部から引き込まれた海水）との両方を含む。
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【００４３】
　また、第１の隔離チャンバ３０３は、構造の他の気体充填コンパートメントに空気を分
配するための二次空気供給ライン３０５と、第１の隔離チャンバ３０３から第２の隔離チ
ャンバ３０４への気体と流体の混合物用のラインとを備える。第２の隔離チャンバ３０４
は、空気を含有する上部と、水などを含有する下部とを備え、上部と下部は隔離シリンダ
によって分離されている。他の実施例では、隔離シリンダは海水を含み、海水の上にバリ
ア流体が浮遊して、空気と海水とのより良い隔離を保証する。
【００４４】
　さらなる実施例では、流体又は空気がシステムの特定のキャビティ内に存在するかどう
かを判断するために、第１の隔離チャンバ３０３と第２の隔離チャンバ３０４のいずれか
（又は両方）が計器（例えば圧力センサや差圧センサ）を備え付けられる。さらなる実施
例では、そのようなセンサは、バランス及び推力に関連する測定値の検出及び制御を補助
するために使用される論理制御システム（図示せず）に入力される。
【００４５】
　水又は他の液体が下部に残っていることを保証しながらシステムを通してタンクの上部
に空気を進めるプロセスが、所望のバランス及び制御特性が得られるまで継続される。最
後に、最終の隔離チャンバ３０６が提供され、これは、図示される実施例では、システム
から空気を抜くため、及びいくつかの状況ではシステム内に水を入れるために使用される
空気出口弁３０９を備える。
【００４６】
　圧力安全弁３０７は、システム制御の完全性を維持するために圧力を抜く必要があるほ
ど内圧が大きくなる場合に備えて提供され、また、海中生物が偶発的に進入するのを防止
するための網を設けられた開いた水流弁３０８が、隔離タンク３０６の下部に配設される
。
【００４７】
　ここでも、バリア流体などを使用して、空気と水の相互作用を減少させることができ、
海水に浮遊する浮遊制御機構がシステムに設けられているとき、海水がすべて排出された
後でさえバリア流体は残される。また、タンク内に捕捉された水がチャンバ内で急速に動
かないことを保証するために一連のバッフルを使用して、タンク内でより大きな安定性を
実現することができる。そうしない場合には、チャンバ内での水の急速な動きがバランス
及び制御を乱す傾向がある。さらに、生じ得るユニットの傾きに対処するために複数のタ
ンク及び区分けを採用し、余剰の傾きを防止するように水及び気体が適切に分流される。
【００４８】
　図４Ａは、システム４０１の一実施例の上面図を示し、システム４０１は、この例では
、第１の浮上管４０２及び第２の浮上管４０３と、それらの間に配設された接続用の格子
状本体部分４０４と、浮上管及び本体部分の周りに戦略的に位置決めされた複数の誘導発
電機４０５、４０６と、発電機と機械的に連絡して配設された複数のプロペラ４０７と、
浮上管４０２、４０３と機械的に連絡して配設された複数の係留部材４０８、４０９とを
備える。
【００４９】
　図４Ｂに示される例示的実施例では、係留部材４０８と４０９がつながれて単一のアン
カ係留綱４１０を形成し、アンカ係留綱４１０は、既知の様式でアンカ部材４１１に固定
される。
【００５０】
　様々な実施例において、アンカ係留綱４１０は、システムを様々な形で制止及び解放す
るための手段をさらに備える。様々な他の実施例において、アンカ係留綱４１０は、係留
綱終端デバイス（図示せず）を備え付けられたアンカ部材４１１で終端する。アンカ部材
４１１は、高速で流れる流れの中で固定位置を保つのに適した任意のタイプの既知のアン
カ（例えば自重アンカや吸引アンカなど）を備える。それらは通常、高速で流れる流れに
よって引き起こされる土壌侵食による岩の多い海底を有する位置にある。



(8) JP 6055652 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

【００５１】
　さらに他の実施例では、ステーションのこの部分は、水上船若しくは別の海流エネルギ
ー発生デバイス、又は浮遊する動的位置決めブイなど別の中央係留位置にアンカ係留綱４
１０を取り付けることよって固定することができる。
【００５２】
　ここで、上では非常に全般的にのみ述べた例示的なプロペラ・システムの実施例を考察
する。図５～図７が、本明細書で開示する水流発電システムと共に使用するのに適したプ
ロペラ・システムの、いくつかの具体的であるが非限定の例示的実施例を示す。
【００５３】
　しかし、本明細書で開示する例示的なプロペラ・システムは、誘導型発電機によって駆
動される水流発電システムを参照して説明するが、他のタイプの水中又は水上発電システ
ムに関連付けて使用して、本明細書で教示するのと同じ利点の多くを実現することができ
ることも当業者は理解されよう。
【００５４】
　例えば、図５は、水中又は水上発電システムに関連付けて使用するのに適した例示的な
プロペラ・システムの実施例の前面図である。
【００５５】
　図示されるように、プロペラ５０１は、フィン・セットとそれを取り囲むリングとを交
互に複数備え、本明細書では以後、これを「フィン－リング」構成とも呼ぶ。そのような
フィン－リング・プロペラは、典型的には、各特定の用途に専用に設計され、誘導発電機
が必要とする動作周波数、周囲の水流の速度、環境的な考慮事項（例えば、魚や他の水生
生物が通ることができる開口又は空隙をプロペラが有するべきか）などに基づいて直径、
円周、フィン曲率及び配設偏心性、材料選択などを調整することによって、効率の改良が
実現される。
【００５６】
　同様に、プロペラの前に渦又はデッド・ゾーンを生成するために、隣接し合うプロペラ
の組を逆方向に回転させることができ（例えば図２に概略的に示されるように時計回り又
は反時計回り）、これは、海洋生物を追い払う或いは保護することや、プロペラの回転効
率を高めることなどを可能にする。
【００５７】
　誘導型発電機によって駆動される水流発電システムに関連して使用されるとき、プロペ
ラに関する唯一の必須の動作要件は、それらが、発電機の動作周波数を得るのに必要とさ
れる速度で関連する発電機シャフトを回転させることができることである。
【００５８】
　しかし、システムが全体として、地域の海洋生物との相互の影響に関して受動的なまま
であることが非常に望ましく、最適な性能結果は、依然として環境に優しい動作環境を維
持しながらシステムが所要の電力出力を発生するときに実現される。
【００５９】
　デバイスの中心から始めて、プロペラ５０１は、ハブ又はシャフト部分５０２の周りに
配設されることが分かる。ハブ又はシャフト部分５０２は、プロペラ５０１をしっかりと
（例えば、カプセル化された防錆性固定具など機械的な固着によって、又はプロペラ本体
又はプロペラ本体の複数の部片をシャフトに一体に溶接することによって）保持し、回転
するプロペラの角度モーメントに比例する回転トルクをシャフトに与えて、発電機に送達
させる。
【００６０】
　いくつかの実施例では、ハブ又はシャフト部分５０２はさらに浮上手段を備えて、シャ
フトへのフィン－リング・プロペラの機械的な接続を改良し、プロペラのオーバーハング
を防止する。そうしない場合には、プロペラのオーバーハングがシャフトを変形する又は
シャフトに応力を加える傾向がある。固着手段と同様に、このタスクに適した駆動シャフ
トは、現在、レコードの分野に存在し、例えば、プロペラの回転トルクを発電機シャフト
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に効果的に連絡する必要性に応じて、一連の歯車及び／又はクラッチや制動システムなど
を備えることができる。
【００６１】
　１つの具体的な実施例では、ボルトとワッシャのアセンブリなどの保定固定具が駆動シ
ャフトの端部から取り外され、フィン－リング・プロペラ構造が、露出されたシャフトに
被さるように摺動され、次いで固定具が再び配置され、それによりフィン－リング構造を
シャフトに機械的に固着する。最適には、固定具は次いで、図６に要素６０１で概略的に
示されるように、浮力のある耐水性カバーなどによって覆われる。
【００６２】
　他の実施例では、中心ハブは、大きなシャフトと機械的に連絡する接続点を備え、これ
は、単一構造として設置又は取外し及び交換することができ、それにより、プロペラは、
水中にある状態で容易に点検及び保守することができる。
【００６３】
　他の実施例では、システムはさらに、シャフト及びプロペラ・アセンブリのオーバーハ
ング荷重に耐えるために浮上手段を備える。例えば、プロペラ・ハブの端部に被せて装着
したノーズ・コーンに、液体発泡材又は他の軽量の流体化学物質、さらには圧縮空気を装
填することができ、それにより、プロペラは、浮力のあるノーズ・コーンの後ろで駆動シ
ャフトの周りで自由に回転でき、それによりアセンブリの重量を持ち上げ、したがって大
きなオーバーハング荷重が回避される。
【００６４】
　同様に、フィン－リング構造に対する累積の流体圧に起因する抵抗を克服するために、
プロペラ（特に、水流の力のほとんどを吸収する水中システムでの前側プロぺラ）を牽引
取付することができる。
【００６５】
　プロペラがシャフトにどのように固着されているか、並びに浮上部材によって牽引取付
及び／又は支持されているかどうかに関わらず、本明細書に示すフィン－リング設計の例
示的実施例は、システム内部で実施するのに適した複数の他の関連する実施例に関しても
概して同様である。
【００６６】
　例えば、図５に示される実施例では、ハブ取付アセンブリ５０２が、第１のリング部材
５０３によって同心に取り囲まれ、この部材５０３を越えて（すなわち、ハブ・アセンブ
リからさらに外方向に）第２のリング部材５０６がある。第１のリング部材５０３と第２
のリング部材５０６の間に複数のフィン部材５０４が配設され、各フィン部材５０４はギ
ャップ５０５によって離隔されている。
【００６７】
　フィン部材５０４の間のギャップ空間は用途によって変わるが、一般には、フィン間の
ギャップは、最も内側のリング（典型的にはギャップが最小である）から最も外側のリン
グ（ギャップ空間が最大である）に向かってサイズが増加する。
【００６８】
　他の構成では、同様のサイズのギャップ、さらには外側リングよりも内側リングで大き
いギャップも可能である。しかし、リングの生じ得る全表面積のほとんどがギャップでは
なくフィンによって利用されるほぼ中実の内側リング表面の利点は、この構造が、流体圧
を構造の中心から最も外側のリングに向けて、且つデバイスの周縁部を越えて押し進める
傾向があることである。
【００６９】
　この手法は、プロペラがより簡単に回転する助けとなり、また、小さな海洋生物などが
プロペラ構造を完全に避けることができるように、又は外側リングでのゆっくりと動くよ
り大きなギャップの１つを通過することができるようにシステムの外に向けて追いやるこ
とによって環境の問題に十二分に対処する。
【００７０】
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　構造に対する抵抗が減少され、より大きな回転トルクがより小さい抗力及び損失で駆動
シャフトに伝達されるので、プロペラは非常にゆっくりと回転することもでき（十分な現
場での結果を生み出す１つの例示的実施例では、プロペラはわずか８ＲＰＭの速度で回転
する）、さらに、海洋生物が構造を避けることができることを保証し、環境への優しさ及
び安全性を高める。また、ゆっくりとした回転速度により、システムは、より頑丈で、よ
り耐久性のあるものとなり、且つ近くを浮遊するデブリや海中の物体が接触した場合にあ
まり損傷を受けることがなくなる。
【００７１】
　次いで、追加のほぼ円形のリング５０９の内側に配設されたフィン５０７とギャップ５
０８からなる次の同心リングが構造に追加され、そのようにして、所望の円周が実現され
るまで、フィンとギャップの追加の同心リング５１０～５１２を形成する。現在好ましい
実施例では、最も外側のリングのギャップ空間５１４がシステムにおける最大のギャップ
空間であり、個々のフィン５１３がシステムにおける最大の広さをもつ。
【００７２】
　最後のリング部材５１５は、プロペラ・システムの外周縁を取り囲み、これもまたさら
に環境を保護する。なぜなら、外側リング５１５に偶発的に当たった海洋生物は、ゆっく
りと動く構造に対してかすめる程度にしかぶつからず、水及び流体の圧力は、できるだけ
デバイスから離れるように向けられるからである。
【００７３】
　図６（この図は概して図５の例示的実施例を示すが、ハブ取付部分が耐水キャップ６０
１などで覆われている）の破線で囲んだ領域６０３で見られるように、フィン－リング・
アセンブリの平面に対して測定されるフィン６０２のピッチを変えることができる。
【００７４】
　例えば、フィンは、アセンブリ内部でのそれらの位置が中心ハブを取り囲む第１のリン
グから最も外側のリングに向かって進むにつれて、より大きな偏心性で配設することがで
きる。内側リングではより平坦なピッチで、且つ外側リングにおいてはより偏心的に（す
なわちアセンブリ平面に対してより垂直な平面内に）フィン６０２を配設することは、プ
ロペラの周りでの水の流れを平坦に且つ滑らかにする傾向があり、それにより、（システ
ム振動を最小限にする）優れた流体流れ特性を実現し、プロペラ構造に対する抵抗をあま
り生じず、海洋生物がプロペラ・システムの中央に向かわないことを保証するようにより
大きな周囲流体遠心力を提供する。
【００７５】
　他方、（例えば、ボート又は潜水艦のプロペラなどで典型的なように）ハブに最も近い
フィンがプロペラ全体の平面に対して測定したときに最大の偏心性を有し、次いでフィン
がプロペラ・システムの外側に向けて配置されるにつれて平坦になるように構成されたフ
ィン・アレイを有するプロペラも、振動減少、調波、及び全体のシステム性能に関して最
良の結果を生み出すことができる。
【００７６】
　図７（図６の破線で囲んだ領域６０３を表す）に示される例示的実施例７０１では、一
連の湾曲したフィン７０２、７０４、７０６、７０８が、サイズが増加していくギャップ
７０３、７０５、７０７、７０９の間に配設される（最小の同心リングの開始点である中
心取付ハブは、図の上部を越えて、例えばフィン７０２及びギャップ７０３の上に位置さ
れていることに留意されたい）。
【００７７】
　図示される実施例では、フィン７０２、７０４、７０６、７０８はまた、それらが設置
される位置がハブから離れるにつれてより高い偏心性で配設され、それにより、アセンブ
リ平面に対して測定されるフィン７０８の配設角度は、中心取付ハブの近くに配設された
フィン７０２、７０４、７０６よりも大きくなる。
【００７８】
　図８に示される例示的実施例では、係留された水中水流発電システムが提供され、ここ
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では、プロペラ・アレイ全体が牽引取付され、それにより、前部取付アレイによる力の干
渉が回避され、より大きいシステム安定性及び電力効率が実現される。見て取れるように
、この特定の構成は、１つ又は複数のプロペラを上側牽引取付位置と下側牽引取付位置の
両方に配設することを可能にするが、複数のプロペラ・アレイをより多数又は少数の高さ
に配設することも可能である。
【００７９】
　本質的に図８に示される代替実施例の背面図である図９では、具体的であるが非限定の
一実施例が、計１０個のプロペラを有するプロペラ・アレイを備えていることが見られ、
６個のプロペラが下側牽引取付位置に配設され、４個のプロペラが上側牽引取付位置に配
設され、上側位置のアレイは、発電システムの各側に２個のプロペラにさらに分配される
。
【００８０】
　この特定の実施例は、優れた発電特性を実現し、その一方で、振動を最小にすることに
よって付随のシステム構造を安定化し、また、対等に合致するプロペラの対が逆の回転方
向に回ることができるようにすることが分かっている。
【００８１】
　そのような構成は、発電システムのいくつかの実施例に関して最適であるが、所与の動
作環境で効果的と考えられるときには、実質上無制限の数の他のアレイ及び配設構成を採
用することもできる。
【００８２】
　実際上は、おそらくフィン－リング・プロペラ構造全体の組成は共通であり、例えば全
体が、耐久性の、コーティングされた、又は防錆性の軽量金属からなる。しかし、フィン
とリングとで異なる材料組成も可能であり、本開示の範囲から逸脱することなく、金属複
合材、硬質炭素複合材、セラミックなど他の材料も問題なく使用できる。
【００８３】
　図１０に示されるように、領域内に複数の発電構造が必要であるとき、効率を上げるた
めに電力システムを統合することができ、電力及び制御接続は、設置されたユニットの近
くに確立された中央位置、例えば制御サブステーションに戻るように連係される。このユ
ニットの統合は、海底で、又は海中浮遊構造（若しくはその近く）で行うことができる。
【００８４】
　制御サブステーションは、ＳＰＡＲなど浮遊する海面構造に設置することができ、又は
場合によってはブイ・システムを使用した水中制御サブステーションでよく、これは、保
守のために海面に浮上させることができ、或いは海底に固定することもできる。
【００８５】
　深い水中では、海底の共通接続設備は、より多くの電力ケーブル及び追加の制御システ
ムを必要とし、これらは、システムのコスト及び複雑さを増し、海面での流れにより近い
位置に構成された設備よりも保守が難しい。
【００８６】
　発電ユニットに関連付けられた浮遊スキッドと同様の要素を使用して構成された中央浮
遊構造は、共通の電力収集位置を提供し、その一方で、永久的な構造を水面に浸入させな
い。この構成はまた、海底に敷設する必要がある長い電力及び制御ラインがより少なく、
領域内での船に関して十分な喫水を残す。
【００８７】
　第３のタイプの共通収集位置は、海底に係留され、発電ユニットの近くで海面に浮遊す
る構造を備える。この手法は、多くのタイプの異なる構造を備えることができるが、（図
１０に示される）ＳＰＡＲは、その風及び波を弱める形状により、設計、並びに天候現象
及びハリケーン時の安定性に関して最良の特性のいくつかを有する。
【００８８】
　電力統合ステーションは、より高い伝達電圧への変換を可能にし、それにより、陸上接
続電力伝達グリッドへの優れた、調整可能な電力伝送能力を実現する。また、より高い伝
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達電圧を可能にすることは、良好な電力伝達結果で、陸上から遠くに位置された設置を実
現する。最終的な電力変換は、統合ステーション、又は海底の泥床に設置された１つ又は
複数の電力変換器で実施することができる。
【００８９】
　他の変数によっては、陸上ベースの同期デバイス（例えば大型の同期電動機又は大型の
可変速電子ドライバ）が必要とされることもあり、沖合の海流による発電が陸上発電グリ
ッドよりもかなり大きいときに、そのような同期デバイスを使用して電力網を安定させる
。
【００９０】
　海でのかなりの長さにわたって、ＤＣ高電圧電力伝達接続を統合構造から海岸に戻るま
で延ばすことができる。個々の発電ユニットに関して必要なＡＣ電力は、ＤＣ電圧から３
相ＡＣとして発生させて、誘導発電機に電力供給することができる。海岸で（又は海岸の
近くで、さらにはその後で）、ＤＣは、電力網又はスマート・グリッド、例えば典型的な
ＤＣ電力相互接続に接続される。
【００９１】
　図１１に示されるように、より深い海の位置では、ＳＰＡＲは、浮遊スキッドによって
支持する必要はなく、したがって、複数の個別の発電ユニットを調整可能に接続及び切断
するのに有用な統合設備として働くことができる。図示されるように、深さ約６１～１５
２メートル（約２００～５００フィート）の水中にあるＳＰＡＲは、太いポリ・ロープな
ど、強い固定係留手段を使用して、永久的に海底に係留させることができる。ポリ・ロー
プがまず一方向に巻かれ、次いで逆方向に巻かれた第２のロープによって覆われる場合、
複合の交互に巻かれたラインは、非常に強くなり、ねじれや結び目が生じにくい。
【００９２】
　鋼ケーブル線の重量が統合設備の浮力に関する設計態様に影響を及ぼすことを認識して
、鋼撚線ケーブル係留ラインを、その中心部の中に取り囲まれた電力ケーブルと一体化す
ることもできる。ポリ係留ケーブルは、その伸長する性質により、この用途には適してい
ないことがある。
【００９３】
　個々の電力ケーブルは、ＳＰＡＲから、海底に設置された変換器又は伝達ボックスまで
延ばされ、次いで海底の下で、その最終的な到達地点に向けて延ばされる。
【００９４】
　さらに別の手法は、ポリ・ロープ又は他の係留ラインの内部空隙を通して電力ケーブル
を延ばすことであり、それにより、ＳＰＡＲから延びるラインは１つだけであり、電力ケ
ーブルは係留ラインによって損傷から保護される。
【００９５】
　次に、より強力な単一ステーション型の誘導発電システム（例えば１２メートル（４０
フィート）以上のプロペラを利用する実施例）を考察する。図１２は、４ユニット・フリ
ップ設計発電システムの側面図であり、複数の前部取付誘導発電機が、接続部材を有する
浮遊スキッドによって確立されたフレームに配設される。
【００９６】
　（流れに応じて）少なくとも４個の１２メートル（４０フィート）以上のプロペラが、
関連する発電ユニットと共に、回転可能なシャフトなどと機械的に連絡して配設され、プ
ロペラは、機械的に、或いは空気圧又は液圧制御システムと連絡して配設された論理制御
システムを使用して回転させることができ、本質的に上側及び下側の水平軸タービンとな
る。このとき、バラスト・システムを使用して、保守及び補修のために、発電ポッドに安
全に且つ効率的にアクセスできるように構造を海面に浮上させることができる。
【００９７】
　図１３は、６個又は８個、さらにはそれよりも多くのプロペラを有する設計にシステム
機能を拡張する方法を示す、同じ構造の上面図である。
【００９８】
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　図１４は、４ユニット・フリップ設計発電及びプロペラ・システムの前面図であり、点
検中に水平面上にあり、安定性のためにＹ型係留ラインに取り付けられたプロペラを示す
。いくつかの実施例では、より多くのプロペラがシステムに追加されるとき、スプレッダ
・バー又は他の同様の装置を使用して追加の安定性を与える。
【００９９】
　図１５において、４ユニット・フリップ設計発電及びプロペラ・システムが静止状態で
示され、ここでは、輸送、設置、及び保守に有用な構成に反転されたものとして示されて
いる。一実施例では、フレームと連絡して配設されたシャフトの周りで約９０度以上回転
することができるように、発電機ポッドがシステム・フレームに取り付けられる。この回
転は、手動で達成することができ、又は論理制御システムを使用して達成することができ
、空気圧回転手段又は液圧回転手段など関連する回転手段を使用してシャフトの周りでポ
ッドを回転させることができる。
【０１００】
　別の実施例では、構造が現場に送達されるとき又はプロペラ、発電機、歯車構成などの
保守が必要なときに、制御された牽引の必要性に応じて、発電ポッド及びプロペラが上方
向に向くようにバラストが浮遊スキッドの内部で操作される。したがって、発電ポッド及
びプロペラがほぼ又は完全に海面水位よりも上にあるとき、プロペラは、風の抵抗などに
よる構造全体に対する不安定性を生じない。
【０１０１】
　本発明のさらに他の態様（現行の実施法では、典型的には、一般に水中エネルギー発生
に関連付けられるデバイス（例えば、補助電力供給源、光ファイバ制御及び通信システム
、電力ステーションを点検するために使用される付随の遠隔操作ビークルなど）を備える
）は、システムの配備、位置決め、制御、及び動作に使用するための周辺機器として企図
されているが、そのような他のシステム及びサブシステムは当業者には当然想到されるも
のであるので、すべてのそのような部品をここで非常に詳細に説明する必要はないものと
思われる。
【０１０２】
　本発明を、いくつかの例示的実施例に関して上で詳細に図示して説明してきたが、当業
者は、上記の説明に対する小さな変更も理解されよう。本発明の精神又は範囲から逸脱す
ることなく様々な修正、省略、及び追加を施すこともできる。
【符号の説明】
【０１０３】
１０１　水流発電システム
１０２　浮上管
１０３　バラスト管
１０４　誘導型発電ユニット
１０５　シャフト駆動プロペラ
２０１　発電システム
２０４　誘導発電機ユニット
２０５　誘導発電機ユニット
２０６　プロペラ
３０１　内部バラスト・システム
３０２　空気制御源
３０３　第１の隔離チャンバ
３０４　第２の隔離チャンバ
３０６　最終の隔離チャンバ
３０７　圧力安全弁
３０８　水流弁
３０９　空気出口弁
４０１　システム
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４０２　第１の浮上管
４０３　第２の浮上管
４０４　接続用の格子状本体部分
４０５　誘導発電機
４０６　誘導発電機
４０７　プロペラ
４０８　係留部材
４０９　係留部材
４１０　アンカ係留綱
４１１　アンカ部材
５０１　プロペラ
５０２　ハブ又はシャフト部分
５０３　第１のリング部材
５０４　フィン部材
５０５　ギャップ
５０６　第２のリング部材
５０７　フィン
５０８　ギャップ
５１０　同心リング
５１１　同心リング
５１２　同心リング
５１４　ギャップ空間

【図１】 【図２】
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【図１３】
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【図１５】
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